
緊急事態宣言の解除とその後の対応について 

 

国は２月２８日をもって、本県を緊急事態宣言の対象区域から解除することを決定しました。 

これまで、県民の皆さま及び事業者の皆さま、医療従事者の皆さま、社会の様々な現場で支えていただ

いている皆さまのご理解とご協力、そしてご尽力に心から感謝申し上げます。 

 新規陽性者数は減少傾向が続き、病床使用率もピーク時に比べると大きく改善していますが、これで

新型コロナが収束したわけではありません。 

新規陽性者を減少させ、感染の再拡大（リバウンド）を防ぐためには、社会全体で力を合わせて取り組む

ことが必要です。 

 このため、県民及び事業者の皆さまには、引き続き御苦労と御不便をおかけしますが、次の要請内容に

つき、ご理解とご協力をお願いします。 

 

対象区域と期間 

区域：県内全域 

期間：３月１日（月曜日）0時から３月７日（日曜日）24時まで 

 

飲食店の皆さまへのお願い 

 飲食店の営業時間について、これまでの「５時から２０時まで」を「５時から２１時まで」とし、酒類

の提供は１１時からとし、オーダーストップを２０時３０分までとします。 

 引き続き、業種別ガイドラインに従った感染防止対策を徹底し、「感染防止宣言ステッカー」の掲示に

より、取組みを実施している旨を明示すること。なお、飲食店について、３月１日（月曜日）０時から３

月７日（日曜日）２４時まで営業時間の短縮に協力した事業者に対して、再度、協力金を支給します（給

付金額は１日あたり４万円）。 

 

 

 



県民の皆さまへのお願い 

引き続き、以下をお願いします。 

生活や健康の維持に必要な場合を除き、日中も含めた不要不急の外出・移動を自粛すること。 

特に、２１時以降の不要不急の外出自粛を徹底すること。なお、その際、不要不急の都道府県間の移動や、

感染が拡大している地域への不要不急の移動は、極力控えること。 

三密の回避、身体的距離の確保、マスク、手洗いなど基本的な感染防止対策を徹底すること。 

 

事業者の皆さまへのお願い 

 職場への出勤等については、引き続き、「出勤者の７割削減」を目指すことも含め、在宅勤務（テレワ

ーク）や、ローテーション勤務の徹底、事業の継続に必要な場合を除き、２１時以降の勤務の抑制をお願

いします。 

 

 



催物（イベント等）の開催制限について 

 

リバウンドをさせないために 

宣言解除後の最重要課題は感染のリバウンドを生じさせないことです。 

このため、県民の皆さまには、改めて以下をお願いします。 

 

会食は、普段一緒にいる人と少人数で。短時間、大声を出さず、会話の際にはマスクの着用をお願いする。 

年度の変わりに伴う行事が多くなる。今年も、卒業旅行、謝恩会、歓送迎会は控えて。花見も宴会はなし

でお願いする。 

 

国の基本的対処方針等諮問委員会会長から、このリバウンドの可能性については極めて強い懸念が示

されており、今回の緊急事態宣言の解除についても各種の必要な対策が着実に行われることを前提とし

て解除に同意したとのことで、国としても、この時短営業の要請の解除について極めて慎重に判断する

必要があるという考え方です。県では、今後の感染状況、医療提供体制の状況、感染の拡大のリスクを専

門家の皆さんのご意見もいただきながら、しっかりと見極めて判断をしていく必要があると考えていま

す。 

 

最後に 

 緊急事態宣言は解除されましたが、コロナとの闘いは続いています。これからも皆さん方と力を合わ

せて、コロナとの闘いに打ち勝っていきたいと思います。どうぞ皆さんのご理解とご協力を引き続きよ

ろしくお願いします。 


